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ドイツ－バイエルン邦－の職業教育諸学校における物理教育

田中　賢二　・　田中　啓太

　ドイツ・バイエルン邦の職業教育諸学校に焦点を当て , いわば学校教育法，同施行規則，
学習指導要領などを手がかりにし ,普通教育諸学校との対比などから物理教育を整理してき
た。学校は，中等教育段階が分岐するフォーク型の普通教育諸学校と中等教育段階に属する
多様な職業教育諸学校などに，峻別されている。中等教育段階に属する普通教育諸学校には
教科物理があるが，職業教育諸学校ではなかったり，多くの授業時間数が配当されているな
ど多様であり，教科物理がある職業教育諸学校の学校種・科などでも，熱，原子，光，天文
などを扱わないという偏りがあった。
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Ⅰ．はじめに
　ドイツ語圏における物理教育の概念・構造は，マ
イスター制度でも知られているように，定評のある
職業教育を行う諸学校では，どのようなものであろ
うか。
　既に，筆者の一人は，ドイツについては第二次世
界大戦以前において世界をリードしてきた物理学の
伝統を背景にもつ（西）ドイツにおける物理教育
の現代化１）など一連の研究を行ってきた。ほぼ40
年を経て，東ドイツ（ドイツ民主共和国 Deutsche 
Demokratische Republik）は，邦（Land）を復活
し，西ドイツ（ドイツ連邦共和国 Bundesrepublik 
Deutschland）に編入する形で，ドイツ統合（1990）
に至った。いわゆる西ドイツ化のもと，この旧東ド
イツ地区のチューリンゲン邦に，更に，チューリン
ゲン邦の東隣に位置しているザクセン邦に焦点を当
て，８年制ギムナジウムの物理教育の現状２，３）を，
明らかにした。
　オーストリア（Republik Österreich）の後期中
等教育段階における物理教育については，８年制普
通教育中等学校の上級段階（通算呼称で第９～12学

年）との比較などを通じて，５年制職業教育中等学
校（通算呼称で第９～13学年）における物理教育の
現状４）を，更に，８年制普通教育中等学校におけ
る物理教育の変遷５）も，明らかにした。
　スイス（Schweizerische Eidgenossenschaft）に
ついては，ドイツ語圏ベルン邦（Kanton）に焦点
を当て，ギムナジウム（通算呼称で第９～12学年）
における物理教育の現状６）を，明らかにした。
　加えて，オーストリアとスイスとに挟まれたドイ
ツ語を公用語とするミニ国家・リヒテンシュタイン
（Fürstentum Liechtenstein）については，初等・
中等教育段階における科学教育の現状７）も，明ら
かにしてきた。
　なお，かつて，（西）ドイツにおける物理教育の
現代化に関する一連の研究の中で，普通教育と職業
教育との統合という観点から注目に値するバーデン
＝ヴュルテンベルク邦の職業ギムナジウムの物理教
育に焦点を当て，普通教育ギムナジウムと比較考 
察８）してきている。
　引き続き , 本稿の具体的な目的は，ドイツ・バイ
エルン邦の職業教育諸学校に焦点を当て，いわば学
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表１�　バイエルン邦の諸学校（バイエルン邦学校教育法 Bayerisches�Gesetz�über�das�Erziehungs-�und�
Unterrichtswesen（BayEUG）第６～18条）

校教育法，同施行規則，学習指導要領９－30）などを
手がかりにし ,普通教育諸学校との対比などから物
理教育を整理することである。
　並行して，ドイツの職業教育諸学校の一つ，専門
上級学校に焦点を当て，新旧物理教科書の比較考察
に基づき，物理教育の変遷を明らかにしている31）。
　ドイツ・バイエルン Freistaat Bayern邦（邦都ミュ
ンヘンMünchen）は，ドイツ連邦共和国構成の16
邦の中で，面積が最大，人口が第２位の邦で，西隣
バーデン＝ヴュルテンベルク邦，北隣ヘッセン邦，
テューリンゲン邦，ザクセン邦，東隣チェコ共和国，
南隣オーストリア共和国，スイス連邦に取り囲まれ
ている。
　バイエルン邦の初等教育段階における科学教育に
ついては，どのように変化してきているのかを，新
旧の基礎学校学習指導要領などを手がかりにして，
明らかにしている32）。また，バイエルン邦の特別支
援諸学校における科学関連教科に，そして，学習障
害特別支援学校における物理教育に焦点を当て，現
状分析を，共同して行っている33）。

Ⅱ．職業教育諸学校
　ドイツ（連邦共和国）においては，教育の管轄権

が邦（Bundesland：Staat）にあることを，ドイツ
憲法である基本法（第７条）やバイエルン邦憲法（第
130条）などによって確認できる。
　日本では学校教育法でもって，「保護者（子に対
して親権を行う者（親権を行う者のないときは，未
成年後見人）をいう。以下同じ。）は，次条に定め
るところにより，子に九年の普通教育を受けさせる
義務を負う。」（第16条）「…子の満六歳に達した日
の翌日以後における最初の学年の初めから，…，満
十五歳に達した日の属する学年の終わりまでとす
る。」（第17条）と定められている。ドイツ・バイエ
ルン邦でも，いわば，学校教育法において，「就学
義務（Schulpflicht）は12年間である。全日制学校
就学義務と職業学校就学義務とに分かれる。」（第35
条）「全日制学校義務は９学年で終わる」（第37条）
「全日制学校義務終了ないし…終了後に，就学義務
が，36条で挙げられている他の学校に通学されてい
ない場合，職業学校在学によって満たされる。」（第
39条）と定められ，18歳までは何らかの学校に通学
しておかねばならないことを，定めている。
　バイエルン邦の職業教育諸学校を含む学校制度の
構成に関する定め（第６～18条）は，表１である。
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　学校は，普通教育諸学校と職業教育諸学校などに，
峻別されている。普通教育学校は，初等教育段階の
基礎学校（第１～４学年），中等教育段階の３種：ミッ
テルシューレ（ハウプトシューレ）（第５～９学年），
レアールシューレ（第５～10学年），ギムナジウム（第
５～12学年）があり，中等教育段階が分岐するフォー
ク型である。そして，中等教育段階に属する職業教
育諸学校は７種：職業学校，職業専門学校，経済学
校，専門学校，専門上級学校，職業上級学校，専門

アカデミーで，多様である。なお，ミッテルシュー
レはハウプトシューレの後身名称であり，学習指導
要領などの法令では，ハウプトシューレから変わっ
ていない。また，ギムナジウムは，アビトゥール試
験で終わり，一般大学成熟証を与えるが，取得者全
員が大学でなく，大学以外の職業教育諸機関などに
進む場合も少なくないといわれている。
　職業学校（通算呼称では第10～12学年か13学年）
では，職場での訓練の下（週３～４日）にある徒弟が，
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デュアル制度（Duale Ausbildung）として，例えば，
週１～２日（昼間定時制），普通教育や該当の理論
的な職業上の知識が教えられる。
　職業専門学校は，福祉・健康・音楽分野の全日（１
年以上）制で，一種の職業専門学校でありかつては
家政女学校（Kaufmännischer Fortbildungsschule 
für Mädchen），商業学校（Handelsschule）と呼
ばれていた経済学校は，経済・行政分野の４年（第
７～10学年）制などである。
　専門学校は，１年制から４年制の程度の高い職業
継続教育を行い，技師専門学校，マイスター学校，
商業専門学校，家政・厚生専門学校がある。
  バイエルン職業教育上級学校（Berufliche 
Oberschule Bayern：BOB） の 下 に，2008/09
学年度から，包括されている専門上級学校
（Fachoberschule：FOS） と 職 業 上 級 学 校
（Berufsoberschule：BOS）とは，通算呼称11～
12ないし13学年で，工業／経済・行政／厚生／農業・
生物テクノロジー・環境テクノロジーなどの科があ
り，普通教育・専門理論教育や実践的教育を授ける。
これらの学校における２～３年（第11～13学年）の
就学で，レアールシューレや職業学校などの修了生
は，専門大学や総合大学などの入学資格を，取得で
きる。
　なお，包括することになった意味は，職業上級学
校の12学年において専門上級学校と同等の修了が可
能であり，一方，専門上級学校において，成績のよ
い生徒に職業上級学校の13学年を準備することに
よって，両方の学校の実質的な違いをなくしたこと
である。入学条件の違いは，職業上級学校が，中級
成熟証を持ち職業教育を修了したか少なくとも５年
間の職業経験であり ,一方，専門上級学校が中級成
熟証で充分であり，通常，11学年で専門実践的な職
業教育を終える。
　専門アカデミーは，全日（２年以上）制で，程度
の高い職業・普通教育によって，程度の高い職歴に
進むことを準備する。
　バイエルン邦は，職業教育学校の発展において，
専門上級学校と職業上級学校とを包括する新しい動
き，前期中等教育段階における伝統ある職業教育学
校の存在とで，特徴的である。
　バイエルン邦の職業教育諸学校と普通教育諸学校
（初等・中等教育段階）の生徒数／割合（2011）を
まとめれば，表２である。
　中等教育段階において，職業教育諸学校在学者は
３割程度を占めることになる。初等教育段階の生徒
数とほぼ同じである。ただし，中等教育段階の普通
教育諸学校の年限は，５年（ハウプトシューレ），

表２�　バイエルン邦の職業教育諸学校と普通教育諸
学校（初等・中等教育段階）の生徒数／割合
（2011）

６年（レアールシューレ），８年（ギムナジウム）
と異なり，後期中等教育段階に該当するのはギムナ
ジウム上級段階（第11･12学年）だけであることに
対して，職業教育諸学校は経済学校を除き，後期中
等教育段階に属することを，考慮しなくてはならな
い。
　職業教育諸学校別の生徒数／割合（2011）をまと
めれば，表３である。

　職業教育諸学校の生徒の内，デュアルシステム下
で職業訓練を受けているのは２／３程度に及ぶ。な
お，専門学校と専門アカデミーとは中等後教育段階
（postsekundärer Bereich 参照，表１の６条４項）
に属すると見なされ，程度の高い職業継続教育，職
歴に進むことを準備し，他の職業教育諸学校とは性
格を異にしていることが，生徒数からも，想像できる。
　中等教育段階（第５～12ないし13学年）の半ば，
前期中等教育段階である第８学年の生徒割合（2011）
は，表４となる。

表３�　バイエルン邦の職業教育諸学校の生徒数／割
合（2011）

表４　バイエルン邦の第８学年の生徒割合（2011）
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　中等教育段階の半ば，第８学年の生徒数の割合か
らは，前期中等段階の時点で大学に進むことを念頭
にしてない（第11・12学年：後期中等教育段階でギ
ムナジウム以外の）生徒数は，７割程度になること
が判る。
　ちなみに，日本の高等学校学科別生徒数では，普
通科72.3％，職業学科（専門高校）19.4％，総合学
科5.2％，その他専門学科3.1％（平成23年度学校基
本調査より），また，現役高校生の大学・短大への
進学率は，53.6%（平成24年度学校基本調査より）
である。

Ⅲ．物理教育
Ⅲ．１．週授業時間数
　いわば学校教育法施行規則に相当するバイエルン
邦の多くの規則や学習指導要領などから，普通教育
諸学校と職業教育諸学校における物理の週（ないし
年間）授業時間数をまとめれば，表５となる。但し，
初等教育段階の学校，基礎学校には教科物理はない
が，参考のため，いわば，日本の生活科の相当する
「郷土及び事象教授」に関係する週授業時間数も，
表に示している。さらに，履修学年と週授業時間数
合計についての一覧は，表６となる。

表５　バイエルン邦の普通教育諸学校と職業教育諸学校における物理の週授業時間数
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表６　バイエルン邦の普通教育諸学校と職業教育諸学校における物理の履修学年と週授業時間数合計

　普通教育諸学校の初等教育段階には，教科物理は
ない。中等教育段階のミッテルシューレ（ハウプト
シューレ）では，生物・化学と合わせて教科群とし
て第５～10学年で計15なので，単純平均では物理は
計５となる。レアールシューレでは，Ⅰ類（数学・
自然科学系）かⅡ類（経済系）/Ⅲ類（外国語系，
音楽・造形系，家庭・社会系）で，計10か６，ギム
ナジウムでは計８（２＋６）～14となる。
　中等教育段階の３種の普通教育学校には教科物理
はあるが，開始学年・授業時間数合計は同じではない。
　職業教育諸学校の内，職業学校と専門アカデミー
には教科物理はない。前期中等教育段階に含まれる
経済学校では計２か０である。商業類型では計０で
あるので，それ以後，後期中等教育段階において
デュアル制度の職業学校に進めば，教科物理を学ば
ない。しかし，商業類型でも，第６学年まではミッ
テルシューレ（ハウプトシューレ）に在籍し，第５・
６学年において物理を若干学ぶので，社会人になる
まで物理を学ばないわけではない。職業専門学校，
専門学校，専門上級学校，職業上級学校では，教科
物理が，必要な学校種や科で設定（経済学校・数学
類型；医療・技術実験室助手，医療・技術放射線室
助手，織物検査助手養成の職業専門学校；機械造型
技術専門学校，金属建築技術専門学校；専門上級学
校農業科，工業科；職業上級学校農業科，工業科）

されて，工業科の場合が最多である。ギムナジウム
上級段階（第11・12学年）選択物理に比べても，２
倍ほどになる。ギムナジウム上級段階（第11・12学
年：０～６）に比べ，職業（専門）上級学校（第11
～13学年：０～13）における多様幅の広さの違いで
ある。なお，レアールシューレⅠ類（数学・自然科
学系）修了後，職業（専門）上級学校工業科に進ん
だ場合と，ギムナジウムに在学し上級段階で物理を
選択しない場合とで比較すると，物理の週授業時間
数は３倍ほどの違い（計23／計８）に広がる。
　結局，中等教育段階に属する普通教育諸学校には
教科物理があるが，職業教育諸学校ではなかったり，
多くの授業時間数が配当されているなど，更に，多
様である。

Ⅲ．２．学習内容
　バイエルン邦の普通教育諸学校と職業教育諸学校
における物理の学習内容を，それぞれの学習指導要
領からまとめれば，表７となる。初等教育段階の学
校，基礎学校における教科「郷土・事象教授」には，
物理を示唆する領域や学習分野がないことを確認す
るために，それらも，表で示している。なお，学習
内容は，指示における第一段階のみ，いわば単元を
示している。
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表７�　バイエルン邦の普通教育諸学校と職業教育諸
学校における物理の学習内容

　但し，時数は週授業時間数でなく，年間授業時間
数である。
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　普通教育諸学校の内，初等教育段階の基礎学校の，
いわば生活科に相当する「郷土及び事象教授」では，
学習分野「自然と技術」「動物と植物」があり，科学（理
科）だが物理の学習内容を含むとはいい難い。
　中等教育段階のミッテルシューレ（ハウプト
シューレ）では，物理・生物・化学の教科群に，
計28テーマを設定している。６テーマ（5.2運動　
並進運動，6.3光と音の認識，7.3電気の取り扱い，
7.4力学の基礎，8.5電気の取り扱い，9.6力と運動）
が物理分野の内容であるとすれば，単純計算で3.2
（=6/28*15）時数となる。第５～９学年において力，
光，音，電気，力，電気，力の順で学び，原子，天文，
熱は学ばないことになる。レアールシューレの I類
（数学・自然科学系）では，第７学年から光，力，音，力，
天文，熱，電気，原子，エネルギーの順に学び，他
のⅡ／Ⅲ類（経済系／外国語系，音楽・造形系，家
庭・社会系）では I類（数学・自然科学系）に比べ
て，１学年遅く（第８学年から），音・天文を学ばず，
力・熱・電気・原子の配当時数も少なくなっている
（最後の「エネルギー供給の基礎」だけは同じ時数
である）。ギムナジウムでは第５～７学年の教科自
然・技術の第７学年で，電気・力・光を，週２時間
学び，第８学年から教科物理で，力，熱，電気，原
子，力，天文，力，量子の順に学ぶ。第11・12学年
（後期中等教育段階）における選択物理では，場・
相対論・量子物理学などを学ぶことになる。
　このように，中等教育段階の３種の普通教育学校
は，それらの学習内容の順序も範囲も同じではない。
  職業教育諸学校における物理の学習内容は，そも
そも教科物理はなかったり，授業時間数が非常に多
い場合もあり，普通教育諸学校とは異なることが予
想される。
　経済学校・数学類型では，力，電気，原子のみを
学ぶ。
　教科物理がある医療・技術実験室助手，医療・技
術放射線室助手，織物検査助手養成の職業専門学校
の第１学年では，力，熱，電気，光が，順に学ばれ
る。ただし，実験室助手養成の職業専門学校では，
放射線があるが，放射線室助手の職業専門学校では，
ないのは，放射線は別の専門教科 diagnostischen 
Radiologie診断放射線医学（第１・２・３学年・
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年間授業時数80・60・60）で詳しく，学ばれるから
である。
　教科物理がある機械造型技術専門学校，金属建築
技術専門学校の第１学年では，力，熱，振動と波な
どを順に学んでいる。
　専門上級学校，職業上級学校の工業科，農業科と
で教科物理があり，両科には，次のような違いがある。
　農業科では力，熱，電気，原子の順に学ぶが，工
業科では熱と原子がなく，力関係に偏っている。
　職業上級学校の第12～13学年用における農業科で
は，力，電気，原子，熱，振動の順に学ぶが，工業
科では熱と原子がなく，相対性理論や量子物理が加
わっている。予備（11）学年は農業科で力，熱，電
気，光の順に，工業科では光と電気は逆順に，一通
り学ぶ。
　２段階構造であるギムナジウム７～10学年と11・
12学年は，それぞれ電気から始まっている。しかし，
力→電気の順がほとんどであり，同じように２段階
構造と見なされる職業上級学校予備学年（11学年）
と12・13学年でも，それぞれ力から始まっている。
　専門上級学校の第13学年用学習指導要領は，職業
上級学校の第13学年用であり，分けられていないこ
とで判るように，専門上級学校はこれまで第11と12
学年の２年制であった。そこで，この学校種比較，
職業上級学校12学年・専門上級学校11＆12学年の物
理の諸単元の比較を示せば，表８となる。

表８�　職業上級学校12学年・専門上級学校11＆12
学年の農業科／工業科物理の諸単元の比較

　職業上級学校工業科第12学年物理は，専門上級工
業科第11・12学年物理と同じ構成で，時数を減らし
た内容になっていることが，わかる。
　では，職業上級学校第12学年の前の予備学年は，
普通教育諸学校の第10学年に相当するのではないだ
ろうか。そこで，職業上級学校・予備学年・物理と
第10学年物理との諸単元の対比を示したのが，表９
となる。

　職業上級学校・予備学年物理は，普通教育諸学校
の第10学年物理を念頭にしているとは考えられな
い。職業上級学校そして専門上級工業科物理は，普
通教育諸学校物理に準じることを想定していないこ
とが判る。
　さらに，教科物理がある学校・類型・科などにお
ける諸単元の有無を一覧にすれば，表10である。

表９�　職業上級学校・予備学年・物理と第10学年
物理との諸単元の比較

表10�　バイエルン邦の普通教育諸学校と職業教育諸学校における教科物理がある学校・類型・科などにおけ
る諸単元の有無（○×）
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　結局，そもそも教科物理がある学校種・科などは
少ないが，教科物理がある職業教育諸学校の学校種・
科などでも，熱，原子，光，天文などを扱わないと
いう偏りがあった。

Ⅳ．おわりに
　ドイツ・バイエルン邦の職業教育諸学校に焦点を
当て , いわば学校教育法，同施行規則，学習指導要
領などを手がかりにし ,普通教育諸学校との対比な
どから物理教育を整理してきた。
　学校は，中等教育段階が分岐するフォーク型の普
通教育諸学校と中等教育段階に属する多様な職業教
育諸学校などに，峻別されている。バイエルン邦で
は，職業教育諸学校において，新しい動きや伝統が
あり，前期中等段階の時点で大学に進むことを念頭
にしてない生徒の割合は，７割程度である。
　中等教育段階の３種の普通教育学校には教科物理
はあるが，開始学年・授業時間数合計は同じではな
い。一方，７種の職業教育学校では物理がなかった
り，多くの授業時間数が配当されているなど，更に
多様である。
　学習内容の順序も範囲も，中等教育段階の３種の
普通教育学校において同じではない。一方，教科物
理がある職業教育学校の学校種・科などでも，熱，
原子，光，天文などを扱わないという偏りがあった。

　なお，本論文は，第37回科学教育学会年会（平成
25年９月８日（日）津市・三重大学）において，田
中賢二・田中啓太が，口頭発表した内容を，再編・
加筆したものであり，加えて，本研究の一部は，平
成23～25年度 科学研究費助成事業（学術研究助成
基金助成金（基盤研究（C））課題番号23501068「ド
イツ語圏における物理教育の概念・構造に関する研
究」（研究代表者：田中賢二）によって，支援を受
けている。
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